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障
害
者
自
立
支
援
法
で
は
利
用
者

の
一
割
負
担
と
な
っ
た
が
、
施
設
退
所

や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
中
断
は
な
い
か
。
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障
が
い
者
が
安
心
し
て
利
用
で
き

　

登
別
市
社
会
教
育
中
期
計
画
（
き

ら
り
・
は
つ
ら
つ
・
み
ち
た
り
・
ラ
イ

フ
）
に
お
け
る
取
り
組
み
の
最
重
点
を

ど
こ
に
置
い
て
い
る
の
か
。
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新
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
は
、
市
町
村

が
住
民
参
加
型
の
協
議
会
を
設
置
し
て

基
本
構
想
を
作
成
し
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
す
る
施
設
な
ど
を
提
案
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
本
市
の
考
え
は
。
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Ｖ
Ｄ
Ｔ
症
候
群
に
関
わ
る
職
員
の

健
康
管
理
に
つ
い
て
。
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る
市
独
自
の
負
担
軽
減
策
を
お
こ
な
う

べ
き
で
は
。
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介
護
保
険
制
度
に
お
け
る
軽
度
者

の
福
祉
用
具
貸
与
に
つ
い
て
。
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二
〇
〇
七
年
四
月
、
登
別
市
に
開

校
予
定
の
明
日
中
等
教
育
学
校
で
は
、

放
課
後
等
の
セ
ミ
ナ
ー
の
実
施
や
大
手

予
備
校
の
講
義
の
導
入
を
検
討
し
て
い

る
よ
う
だ
が
、
「
エ
リ
ー
ト
校
」
化
す

る
こ
と
は
な
い
の
か
。
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地
域
職
員
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
目
的

と
ま
ち
づ
く
り
と
の
関
わ
り
を
示
せ
。
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「
障
害
程
度
区
分
」
判
定
が
、
身

体
介
護
に
高
く
、
知
的
・
精
神
障
害
が
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